
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 28 年 10 月～12 月の裁決事例             

Ｑ：平成28年10月から12月の裁決事例が公

表されたそうですが、どのような内容のもの

があったのですか？                                    

                                              

Ａ：次のような内容のものがありました。 

【解説】  

先ごろ、国税不服審判所から平成28年10月

から12月の裁決事例が公表されました。  

所得税法関係が４件、法人税法が１件、相

続税法が３件、消費税法関係が１件の全９件

でした。主なものには、次のようなものがあ

りました。  

 【所得税法関係】  

  飲食店事業(本件事業)に係る営業許可及び

各契約等が請求人自身の名義により行われ

ていましたが、本件事業を支配管理し、そ

の収益を享受している者は請求人ではない

ので、本件事業に係る所得は請求人には帰

属しないとしました。  

 【相続税法関係】  

  青地(旧水路)により分断されている２つの

土地について、①青地は全て埋め立てられ

ており、水路としての機能を失っていたこ

と、②青地部分の土地を含めて一体の畑と

して耕作されていたこと、③青地部分の土

地を一体の生産緑地地区に定める都市計画

を決定していたことなどの各事実が認めら

れることから、１つの評価単位として取り

扱うのが相当であると判断しました。  
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